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入札説明書等の修正について

【新旧対照表】
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浦添市



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
入札説明書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 1 (1) ア a (a) 項目等 修正前 修正後

1 様式一覧

2 7 第2章 5 (6)
事業スケジュー

ル

※事業者は、事業者整備施設の工期及び引渡しの前倒しの提
案を可能とし、この場合、本市は本施設の供用開始日を早める
可能性がある。なお、この場合でも維持管理・運営期間の終了
予定日に変更はない。また、工期前倒しに伴う維持管理・運営
期間の増加に伴うサービス対価の変更はない。

※事業者は、事業者整備施設の工期及び引渡しの前倒しの提
案を可能とするが、着工日の前倒しは不可とする。この場合、
本市は本施設の供用開始日を早める可能性がある。なお、こ
の場合でも維持管理・運営期間の終了予定日に変更はない。
また、工期前倒しに伴う維持管理・運営期間の増加に伴うサー
ビス対価の変更はない。

3 17 第4章 2
募集及び選定
スケジュール

4 19 第4章 3 (4) ア 受付期間
第１回：入札公告日から、令和7年10月10 日（金）17 時まで
第２回：入札説明書等に関する第1回質問回答公表の日から、
　　　　 令和7年11月25日（火）17時まで

第１回：入札公告日から、令和7年10月10 日（金）17 時まで
第２回：入札説明書等に関する第1回質問回答公表の日から、
　　　　 令和7年11月19日（水）17時まで
第３回：入札説明書等に関する第2回質問回答公表の日から、
　　　　 令和7年12月25日（木）17時まで

5 19 第4章 3 (4) イ 回答

第1 回：令和7年11月上旬を目途に、本市ホームページにおい
て公表する。
第2 回：令和7年12月中旬を目途に、本市ホームページにおい
て公表する。

第1 回：令和7年11月上旬を目途に、本市ホームページにおい
て公表する。
第2 回：令和7年12月上旬を目途に、本市ホームページにおい
て公表する。
第3 回：令和8年1月下旬を目途に、本市ホームページにおいて
公表する。

日 程 内 容 

令和 7 年 9 月 29 日 

令和 7 年 9 月 30 日 

令和 7 年 10 月 10 日 

令和 7 年 10 月 21 日・22 日 

令和 7 年 11 月上旬 

 

令和 7 年 12 月 18 日 

令和 7 年 12 月 24 日 

令和 8 年 1 月上旬 

令和 8 年 1 月 14 日 

令和 8 年 1 月下旬 

 

令和 8 年 2 月 5 日 

令和 8 年 3 月中旬 

令和 8 年 4 月上旬 

令和 8 年 4 月下旬 

令和 8 年 5 月下旬 

令和 8 年 6 月下旬 

入札公告、入札説明書等の公表・交付 

入札説明書等に関する説明会、現地見学会の開催 

入札説明書等に関する第 1 回質問及び個別対話受付締切 

入札説明書等に関する第 1 回個別対話の実施 

入札説明書等に関する第 1 回個別対話、質問及び意見への回

答の公表 

参加表明書の受付締切、参加資格の確認 

入札説明書等に関する第 2 回質問及び個別対話受付締切 

資格審査結果の通知 

入札説明書等に関する第 2 回個別対話の実施 

入札説明書入札説明書等に関する第 2 回個別対話、質問及び

意見への回答の公表 

入札及び提案に係る書類の受付締切 

提案書のプレゼンテーション・審査 

落札者の決定及び公表 

基本協定の締結 

仮事業契約の締結 

事業契約の締結（市議会の議決） 

 

日 程 内 容 

令和 7 年 9 月 29 日 

令和 7 年 9 月 30 日 

令和 7 年 10 月 10 日 

令和 7 年 10 月 21 日・22 日 

令和 7 年 11 月上旬 

 

令和 7 年 11 月 19 日 

令和 7 年 11 月 27 日 

令和 7 年 12 月上旬 

 

令和 7 年 12 月 25 日 

令和 7 年 12 月 25 日 

令和 8 年 1 月上旬 

令和 8 年 1 月 15 日・16 日 

令和 8 年 1 月下旬 

 

令和 8 年 2 月 5 日 

令和 8 年 3 月中旬 

令和 8 年 4 月上旬 

令和 8 年 4 月下旬 

令和 8 年 5 月下旬 

令和 8 年 6 月下旬 

入札公告、入札説明書等の公表・交付 

入札説明書等に関する説明会、現地見学会の開催 

入札説明書等に関する第 1 回質問及び個別対話受付締切 

入札説明書等に関する第 1 回個別対話の実施 

入札説明書等に関する第 1 回個別対話、質問及び意見への回

答の公表 

入札説明書等に関する第 2 回質問及び個別対話受付締切 

入札説明書等に関する第 2 回個別対話の実施 

入札説明書等に関する第 2 回個別対話、質問及び意見への回

答の公表 

参加表明書の受付締切、参加資格の確認 

入札説明書等に関する第 3 回質問及び個別対話受付締切 

資格審査結果の通知 

入札説明書等に関する第 3 回個別対話の実施 

入札説明書入札説明書等に関する第 3 回個別対話、質問及び

意見への回答の公表 

入札及び提案に係る書類の受付締切 

提案書のプレゼンテーション・審査 

落札者の決定及び公表 

基本協定の締結 

仮事業契約の締結 

事業契約の締結（市議会の議決） 

 



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
入札説明書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 1 (1) ア a (a) 項目等 修正前 修正後

6 19 第4章 3 (5) ア 実施日時

第1回：令和7 年10月21 日（火）・22  日（水）
第2回：令和8 年1月15日（木）・16日（金）
※各入札参加者の実施日時については、上記の期間で本市が
指定し、入札参加者の代表企業に連絡する。

第1回：令和7 年10月21 日（火）・22  日（水）
第2回：令和7年11月27日（木）
第3回：令和8 年1月15日（木）・16日（金）
※各入札参加者の実施日時については、上記の期間で本市が
指定し、入札参加者の代表企業に連絡する。

7 19 第4章 3 (5) イ 受付期間

個別対話を希望する入札参加者の代表企業は、「個別対話参
加申込書（様式）」に必要事項を記載の上、以下の期日までに
担当窓口へ電子メールにより提出すること。
また、提出した者は、必ず到着の確認連絡を行うこと。
第１回：入札公告日から、令和7年10月10 日（金）17 時まで
第2回：第1回個別対話結果公表の日から、令和7年12月24日
（水）17時まで

個別対話を希望する入札参加者の代表企業は、「個別対話参
加申込書（様式）」に必要事項を記載の上、以下の期日までに
担当窓口へ電子メールにより提出すること。
また、提出した者は、必ず到着の確認連絡を行うこと。
第１回：入札公告日から、令和7年10月10 日（金）17 時まで
第2回：第1回個別対話結果公表の日から、令和7年11月19日
（水）17時まで
第3回：第2回個別対話結果公表の日から、令和7年12月25日
（木）17時まで

8 19 第4章 3 (5) ウ 回答

本市は、個別対話結果について、参加者の特殊な技術、ノウハ
ウ等に係るもので、当該参加者の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがある認められるものを除き、本市
ホームページにおいて公表する。
第1 回：令和7年11月上旬を目途に、本市ホームページにおい
て公表する。
第2 回：令和8年1月下旬を目途に、本市ホームページにおいて
公表する。

本市は、個別対話結果について、参加者の特殊な技術、ノウハ
ウ等に係るもので、当該参加者の権利、競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがある認められるものを除き、本市
ホームページにおいて公表する。
第1 回：令和7年11月上旬を目途に、本市ホームページにおい
て公表する。
第2 回：令和7年12月上旬を目途に、本市ホームページにおい
て公表する。
第3 回：令和8年1月下旬を目途に、本市ホームページにおいて
公表する。

9 20 第4章 3 (6) ア 受付期間
令和7年12月12 日（金）から18 日（木）
（受付時間は9時から12時まで及び13時から17 時まで）

令和7年12月12 日（金）から25 日（木）
（受付時間は9時から12時まで及び13時から17 時まで）

10 27 第6章 4 b

※１：各年度の一時支払額は、各年度における予算額の範囲
内とする。
※２：特定事業契約書（案）別紙7表2「ア施設費」の「建設・工事
監理費等」の「建設工事費（磁気探査費、什器・備品等の調達
及び設置費用を含む。）」及び「既存施設の解体・撤去工事費」
のうち什器・備品等の調達及び設置費用を除く費用を対象
※３：特定事業契約書（案）別紙7表2「ア施設費」の「建設・工事
監理費等」の工事監理費を対象

※１：各年度の一時支払額は、各年度における予算額の範囲
内とする。
※２：特定事業契約書（案）別紙7表１「ア施設費」の「建設・工事
監理費等」の「建設工事費（磁気探査費、什器・備品等の調達
及び設置費用を含む。）」及び「既存施設の解体・撤去工事費」
のうち什器・備品等の調達及び設置費用を除く費用を対象
※３：特定事業契約書（案）別紙7表１「ア施設費」の「建設・工事
監理費等」の工事監理費を対象



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
要求水準書新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 1 (1) ア a (a) 項目等 修正前 修正後

1 5 第1章 第4節 3 (2)
建設・工事監理

業務
⑥什器・備品等の調達及び設置業務（陸上競技場及び新市民
体育館）

⑥什器・備品等の調達及び設置業務（陸上競技場）

2 5 第1章 第4節 3 (3) 開業準備業務 ⑥その他、上記業務を実施する上で必要な関連業務
⑥什器・備品等の調達及び設置業務（新市民体育館）
⑦その他、上記業務を実施する上で必要な関連業務

3 7 第1章 第5節
事業スケジュー

ル

※事業者は、事業者整備施設の工期及び引渡しの前倒しの提
案を可能とし、この場合、本市は本施設の供用開始日を早める
可能性がある。なお、この場合でも維持管理・運営期間の終了
予定日に変更はない。また、工期前倒しに伴う維持管理・運営
期間の増加に伴うサービス対価の変更はない。

※事業者は、事業者整備施設の工期及び引渡しの前倒しの提
案を可能とするが、着工日の前倒しは不可とする。この場合、
本市は本施設の供用開始日を早める可能性がある。なお、こ
の場合でも維持管理・運営期間の終了予定日に変更はない。
また、工期前倒しに伴う維持管理・運営期間の増加に伴うサー
ビス対価の変更はない。

4 16 第2章 第4節 3 留意事項

利用料金の設定、変更を行う場合、事業者は本市の承認を得
ること。「基本方針」において示したとおり、新たな価値や魅力を
生み出し、本施設の収益化に資する興行の開催・誘致ができる
ように工夫して利用料金設定を行うこと。
利用料金の減免について、貸出資料11に示すとおりとする。
各諸室等について、それぞれ個別の利用料金設定の他、全館
貸出や複数諸室のセット料金、収入変動型の規定など、多様な
料金体系について、事業者は提案することができる。
一般利用における月額料金や回数券の料金体系について、事
業者は提案することができる。
なお、「浦添市立体育施設の設置及び管理に関する条例」及び
「浦添市温水プールまじゅんらんどの設置及び管理に関する条
例」については、事業者からの提案を参考に改正する予定であ
る。

利用料金の設定、変更を行う場合、事業者は本市の承認を得
ること。「基本方針」において示したとおり、新たな価値や魅力を
生み出し、本施設の収益化に資する興行の開催・誘致ができる
ように工夫して利用料金設定を行うこと。
利用料金の減免について、貸出資料8に示すとおりとする。
各諸室等について、それぞれ個別の利用料金設定の他、全館
貸出や複数諸室のセット料金、収入変動型の規定など、多様な
料金体系について、事業者は提案することができる。
また、一般利用における月額料金や回数券の料金体系につい
て、事業者は提案することができる。
なお、「浦添市立体育施設の設置及び管理に関する条例」及び
「浦添市温水プールまじゅんらんどの設置及び管理に関する条
例」については、事業者からの提案を参考に改正する予定であ
る。

5 21 第4章 第1節 2 業務区分
f什器・備品等の調達及び設置業務（陸上競技場及び新市民体
育館）

f什器・備品等の調達及び設置業務（陸上競技場）

6 21 第4章 第1節 5 業務実施体制
a事業者は、建設・工事監理業務責任者を配置し、建設・工事
監理業務の実施体制を確保すること。

a事業者は、建設・工事監理業務責任者を配置し、建設・工事
監理業務の実施体制を確保すること。
b建築工事、電気設備工事、機械設備工事、土木工事におい
て、それぞれ主任技術者を配置すること。

7 26 第4章 第2節 5
什器・備品等の
調達及び設置

業務

a設計図書に基づき、別紙3（後日公表）に示す、工事を伴う各
種什器・備品等の製作及び設置を工事に含めて行うこと。

a設計図書に基づき、別紙3に示す、陸上競技場の工事を伴う
各種什器・備品等の製作及び設置を工事に含めて行うこと。

8 30 第5章 第1節 2 業務区分 fその他、上記業務を実施する上で必要な関連業務
f什器・備品等の調達及び設置業務（新市民体育館）
gその他、上記業務を実施する上で必要な関連業務



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
要求水準書新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 1 (1) ア a (a) 項目等 修正前 修正後

9 32 第5章 第2節 6

什器・備品等の
調達及び設置
業務（新市民体

育館）

***追加***

6.什器・備品等の調達及び設置業務（新市民体育館）
a設計図書に基づき、別紙3に示す、新市民体育館の各種什
器・備品等の設置を行うこと。
b完成確認後、本市職員・施設従業者等の機器利用に関する
説明や講習について、本市からの要請に応じて対応すること。
必要に応じて、メーカー等からの指導員の派遣による説明を受
ける等の対応を行うこと。

10 33 第5章 第2節 7 6.その他、上記業務を実施する上で必要な関連業務 7.その他、上記業務を実施する上で必要な関連業務

11 36 第6章 第2節 2 (1) 業務の方針

b法定点検：消防法の定期点検制度（消防用設備等点検、防火
対象物の定期点検）等各設備の関係法令の定めにより、点検
を実施すること。点検により設備が正常に機能しないことが明ら
かになった場合には、適切な方法（保守、交換、分解整備、調
整等）により対応すること。

b法定点検：建築基準法や消防法の定期点検制度（建築基準
法12条点検、消防用設備等点検、防火対象物の定期点検）等
各設備の関係法令の定めにより、点検を実施すること。点検に
より設備が正常に機能しないことが明らかになった場合には、
適切な方法（保守、交換、分解整備、調整等）により対応するこ
と。

12 38 第6章 第2節 4 (1) 業務の方針

a業務の対象範囲は、本施設に設置される什器・備品全て（消
耗品を含む）とし、既存の什器備品として事業者に貸与されるも
の（別紙3-1参照（後日公表））、事業期間を通じて事業者の追
加投資により新たに調達・設置したものが含まれるものとする。

a業務の対象範囲は、本施設に設置される什器・備品全て（消
耗品を含む）とし、既存の什器備品として事業者に貸与されるも
の（別紙3-1参照）、事業期間を通じて事業者の追加投資により
新たに調達・設置したものが含まれるものとする。



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
様式集　新旧対照表

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) 1) 様式 項目等 修正前 修正後

1 53 Ⅱ (1) Ｃ－１－３
（１）VE提案を伴う場合の設計変更に関する事項
③施設の機能性、快適性、利便性の向上及び環境負荷低減に
向けた具体的な提案

（１）VE提案を伴う場合の設計変更に関する事項
③施設の機能性、快適性、利便性、経済性の向上及び環境負
荷低減に向けた具体的な提案

2 119 Ⅶ Ｈ－３

計画図面等提
案書類

陸上競技場
VE提案総括表

3 120 Ⅶ Ｈ－４

計画図面等提
案書類

陸上競技場
VE提案書（１）

※2　様式Ｈ－２の番号と合せて記入して下さい。 ※2　様式Ｈ－３の番号と合せて記入して下さい。

4 121 Ⅶ Ｈ－５

計画図面等提
案書類

陸上競技場
VE提案書（２）

番号 工種・部位 提案の概要 提案の効果 

 

番号 工種・部位 提案の概要 
提案の効果 

(LCCの縮減額等) 

 

 番号※２ 

VE提案の効果（コスト縮減効果の項目は設計変更費用を含め、適宜工夫して下さい。） 

コスト縮減効果 原設計 VE提案 効果 

    

計（LCC）    

その他の効果（定性的評価等） 

VE提案実施に際しての懸案事項及びその対策 

懸案事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策 

備考 

 

 番号※２ 

VE提案の効果（コスト縮減効果の項目は設計変更費用を含め、適宜工夫して下さい。） 

コスト縮減効果 原設計 VE提案 効果 

    

その他の効果（定性的評価等） 

VE提案実施に際しての懸案事項及びその対策 

懸案事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策 

備考 

 



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
様式集　新旧対照表

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) 1) 様式 項目等 修正前 修正後

5 122 Ⅶ Ｈ－３

計画図面等提
案書類

浦添運動公園
立体駐車場

VE提案総括表

6 123 Ⅶ Ｈ－８

計画図面等提
案書類

浦添運動公園
立体駐車場

VE提案書（１）

※2　様式Ｈ－５の番号と合せて記入して下さい。 ※2　様式Ｈ－７の番号と合せて記入して下さい。

7 124 Ⅶ Ｈ－９

計画図面等提
案書類

浦添運動公園
立体駐車場

VE提案書（２）

8 123 Ⅶ Ｈ－９

計画図面等提
案書類

浦添運動公園
立体駐車場

VE提案書（２）

※2　様式Ｈ－６の番号と合せて記入して下さい。 ※2　様式Ｈ－７の番号と合せて記入して下さい。

番号 工種・部位 提案の概要 提案の効果 

 

番号 工種・部位 提案の概要 
提案の効果 

(LCCの縮減額等) 

 



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
様式集　新旧対照表

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) 1) 様式 項目等 修正前 修正後

Ａ－４ 別表③

Ａ－４ 別表④

Ａ－４ 別表⑤

Ａ－４ 別表⑥



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
様式集　新旧対照表

Ｎｏ 頁 Ⅰ 1 (1) 1) 様式 項目等 修正前 修正後

Ｉ－２－１
①事業収支計
画表（本施設）

J－２
■期中改修業
務費の内訳

費用 営業費用
本施設

施設整備費
市陸上競技場
新立体駐車場

開業準備費
維持管理費（自主事業分を除く）

新市民体育館
市陸上競技場
新立体駐車場
浦添運動公園駐車場
浦添カルチャーパーク駐車場
市民体育館
市武道場
市多目的屋内運動場
市民相撲場
市多目的屋外運動場
市民球場
市温水プールまじゅんらんど
その他

期中改修業務費
浦添運動公園駐車場
浦添カルチャーパーク駐車場
市民体育館
市武道場
市多目的屋内運動場
市民相撲場
市多目的屋外運動場
市民球場
市温水プールまじゅんらんど
その他

運営費（自主事業分を除く）
新市民体育館
市陸上競技場
新立体駐車場
浦添運動公園駐車場
浦添カルチャーパーク駐車場
市民体育館
市武道場
市多目的屋内運動場
市民相撲場
市多目的屋外運動場
市民球場
市温水プールまじゅんらんど
その他

その他費用　※可能な限り詳細に
SPC運営費
保険料
監査費用

減価償却費　※SPC所有資産がある場合

費用 営業費用
本施設

施設整備費
市陸上競技場
新立体駐車場

開業準備費
維持管理費（自主事業分を除く）

新市民体育館
市陸上競技場
新立体駐車場
浦添運動公園駐車場
浦添カルチャーパーク駐車場
市民体育館
市武道場
市多目的屋内運動場
市民相撲場
市多目的屋外運動場
市民球場
市温水プールまじゅんらんど
その他

期中改修業務費
新市民体育館
市陸上競技場
新立体駐車場
浦添運動公園駐車場
浦添カルチャーパーク駐車場
市民体育館
市武道場
市多目的屋内運動場
市民相撲場
市多目的屋外運動場
市民球場
市温水プールまじゅんらんど
その他

運営費（自主事業分を除く）
新市民体育館
市陸上競技場
新立体駐車場
浦添運動公園駐車場
浦添カルチャーパーク駐車場
市民体育館
市武道場
市多目的屋内運動場
市民相撲場
市多目的屋外運動場
市民球場
市温水プールまじゅんらんど
その他

その他費用　※可能な限り詳細に
SPC運営費
保険料
監査費用

減価償却費　※SPC所有資産がある場合

年度

人件費

諸経費

その他

小計

人件費

諸経費

その他

小計

人件費

諸経費

その他

小計

人件費

諸経費

その他

小計

項目

期中業務（陸上競技場及び新立体駐車場）

期中業務（その他の施設）

期中業務（新市民体育館）

その他修繕・更新業務

年度

人件費

諸経費

その他

小計

人件費

諸経費

その他

小計

人件費

諸経費

その他

小計

人件費

諸経費

その他

小計

その他、上記業務を実施する上で必要な関連業務

項目

修繕計画策定業務

その他修繕・更新業務

期中改修業務



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
特定事業契約書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 条 1 (1) ア 項目等 修正前 修正後

1 2 第1章 第6条
本市は、本契約、要求水準書及び入札説明書等に従い、事業
者による本事業の実施に必要な限度において、本施設に係る
大規模修繕その他本事業の実施に必要な業務を実施する。

本市は、本契約、要求水準書及び入札説明書等に従い、事業
者による本事業の実施に必要な限度において、第68条（大規模
修繕）に規定する本市整備施設に係る大規模修繕その他本事
業の実施に必要な業務を実施する。

2 12 第4章 第3節 第32条 7

本市は、建設企業が事業者から受託し又は請け負った業務の
一部を下請負者等（建設業務）に委託し又は請け負わせた場
合において、事業者に対して、下請負者等（建設業務）の名称、
下請負者等（建設業務）との契約金額その他必要な事項の報
告を請求することができる。

事業者は、建設企業が事業者から受託し又は請け負った業務
の一部を下請負者等（建設業務）に委託し又は請け負わせた
場合において、下請負者等（建設業務）の名称、下請負者等
（建設業務）との契約金額その他必要な事項を記載した報告書
を本市に提出しなければならない。

3 26 第7章 第4節 第67条

事業者は、維持管理・運営業務のうち、修繕業務の対象範囲や
想定時期、想定業務規模等、及び費用分担を示すものとして、
要求水準書及び事業提案書に従い、中・長期修繕計画の案を
作成する。

事業者は、維持管理・運営業務のうち、修繕業務の対象範囲や
想定時期、想定業務規模等、及び費用分担を示すものとして、
要求水準書及び事業提案書に従い、中長期修繕計画の案を作
成する。

4 26 第7章 第4節 第67条 2
本市及び事業者は、前項に基づき事業者が作成した中・長期
修繕計画の案について協議の上、合意により、中・長期修繕計
画を定めるものとする。

本市及び事業者は、前項に基づき事業者が作成した中長期修
繕計画の案について協議の上、合意により、中長期修繕計画
を定めるものとする。

5 26 第7章 第4節 第67条 3
事業者は、入札説明書等及び要求水準書並びに前二項に定
める中・長期修繕計画に従って、修繕業務を行うものとする。

事業者は、入札説明書等及び要求水準書並びに前二項に定
める中・長期修繕計画に従って、次条（大規模修繕）に規定す
る本市整備施設の大規模修繕以外の修繕業務を行うものとす
る。

6 26 第7章 第4節 第67条 4
修繕業務の費用の負担は、中・長期修繕計画に定めるところに
よる。ただし、中・長期修繕計画に定めがないものは、次条（大
規模修繕）に定める場合を除き、事業者の負担とする。

修繕業務の費用の負担は、中長期修繕計画に定めるところに
よる。ただし、中長期修繕計画に定めがないものは、次条（大規
模修繕）に定める場合を除き、事業者の負担とする。

7 26 第7章 第4節 第68条

本市は、事業者と協議して合意により定めた中・長期修繕計画
を参考に、本施設について、本市が使用状況等を踏まえ、妥当
であると判断した場合、事業者に通知の上、劣化した建物や設
備及び外構を初期の要求水準に回復させるための大規模修繕
を実施することができる。大規模修繕の実施時期及び期間は、
本市及び事業者の協議により決定される。

本市は、事業者と協議して合意により定めた中長期修繕計画を
参考に、本市整備施設、事業者新設施設及び事業者改築施設
について、本市が使用状況等を踏まえ、妥当であると判断した
場合、事業者に通知の上、劣化した建物や設備及び外構を初
期の要求水準に回復させるための大規模修繕を実施すること
ができる。大規模修繕の実施時期及び期間は、本市及び事業
者の協議により決定される。



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
特定事業契約書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 条 1 (1) ア 項目等 修正前 修正後

8 26 第7章 第4節 第68条 2
大規模修繕を実施する場合、本市がその費用を負担するが、
大規模修繕期間中の休館に伴う事業者への営業補償義務を
負担しない。

前項の大規模修繕を実施する場合、本市がその費用を負担す
るが、大規模修繕期間中の休館に伴う事業者への営業補償義
務を負わない。

9 41 第13章 第98条 3

第１項に基づき引き渡された本施設につき、その運営期間中に
おいて既に存在していた要求水準の不適合（ただし、運営開始
日において既に存在していたものを除く。また、第64条（本施設
の追加投資）に定める追加投資及び第67条（中・長期修繕計画
書に基づく修繕業務）に定める修繕業務を行った上で生じる経
年劣化は含まれない。この項において以下同じ。）があるとき
は、当該運営権の終了日から１年以内に本市が事業者に通知
した場合については、事業者は修補等により生じた費用を負担
するものとする。

第１項に基づき引き渡された本施設につき、その運営期間中に
おいて既に存在していた要求水準の不適合（ただし、運営開始
日において既に存在していたものを除く。また、第64条（本施設
の追加投資）に定める追加投資及び第67条（中長期修繕計画
書に基づく修繕業務）に定める修繕業務を行った上で生じる経
年劣化は含まれない。この項において以下同じ。）があるとき
は、当該運営権の終了日から１年以内に本市が事業者に通知
した場合については、事業者は修補等により生じた費用を負担
するものとする。

10 50 別紙２　定義集

【事業・業務関連】
(５)「期初改修業務」とは、本事業のうち要求水準書等に定め
る、修繕計画策定業務その他の期初改修に係る業務及びその
関連業務をいう。

【事業・業務関連】
(５)「期初改修業務」とは、本事業のうち要求水準書等に定め
る、期初改修に係る業務及びその関連業務をいう。

11 51 別紙２　定義集

【事業・業務関連】
(13)「期初改修費」とは、事業者による期初改修業務の実施に
要する費用であり、別紙７（サービス対価の支払方法）に定める
サービス対価ａをいう。

【事業・業務関連】
(13)「期初改修費」とは、事業者による期初改修業務の実施に
要する費用であり、別紙７（サービス対価の支払方法）に定める
サービス対価ａの一部をいう。

12 51 別紙２　定義集

【事業・業務関連】
(14)「期中改修・統括管理・維持管理・運営費」とは、事業者によ
る期中改修業務、統括管理業務、維持管理業務及び運営業務
の実施に要する費用であり、別紙７（サービス対価の支払方
法）に定めるサービス対価ｂ、ｄ、ｅ、ｆ及びｇの総称をいう。

【事業・業務関連】
(14)「期中改修・統括管理・維持管理・運営費」とは、事業者によ
る期中改修業務、統括管理業務、維持管理業務及び運営業務
の実施に要する費用であり、別紙７（サービス対価の支払方
法）に定めるサービス対価ｂをいう。



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
特定事業契約書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 条 1 (1) ア 項目等 修正前 修正後

13 58 別紙４　保険

第2 期中改修業務、維持管理業務及び運営業務に係る保険
2火災保険
(1) 保険名称火災保険(又は類似の機能を有する共済等を含
む。以下同じ。)
(2)保険内容
本施設等について、火災等に起因する損害を担保する。なお、
同等の効果がある手法について事業者が提案し、本市がこれ
を認めた場合には、これによるものとする。
(3)付保条件
ア 担保範囲は、本施設等のすべてを対象とする。
イ 保険期間は、維持管理・運営期間の全期間とする。なお、１
～３年程度の期間ごとに都度更新を行う場合でもよいものとす
る。
ウ 保険契約者は、事業者又は期中改修企業、維持管理企業
及び運営企業とする。
エ 被保険者は、本市とする。
オ 保険金額は、再調達価格(消費税を含む。)相当とする。

第2 期中改修業務、維持管理業務及び運営業務に係る保険
2借家人賠償責任保険
(1) 保険名称
借家人賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含
む。以下同じ。)
(2)保険内容
新市民体育館について、火災等による破損等の損害発生時の
貸主（本市）に対しての賠償責任火災等に起因する損害を担保
する。なお、同等の効果がある手法について事業者が提案し、
本市がこれを認めた場合には、これによるものとする。
(3)付保条件
ア 担保範囲は、新市民体育館の一部を対象とする。
イ 保険期間は、維持管理・運営期間の全期間とする。なお、１
～３年程度の期間ごとに都度更新を行う場合でもよいものとす
る。
ウ 保険契約者は、事業者又は期中改修企業、維持管理企業
及び運営企業とする。
エ 被保険者は、本市又は事業者とする。
オ 保険金額は、再調達価格(消費税を含む。)相当とする。

14 64

別紙７　サービ
ス対価の支払

方法

表１　サービス
対価aの構成



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
特定事業契約書　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 節 条 1 (1) ア 項目等 修正前 修正後

15 64

別紙７　サービ
ス対価の支払

方法

表２　サービス
対価bの構成

16 67

別紙７　サービ
ス対価の支払

方法

表３　建設・工事
監理業務の

サービス対価の
金額及び支払ス
ケジュール（円）



浦添運動公園等整備・運営・管理事業
落札者決定基準　新旧対照表

Ｎｏ 頁 章 1 (1) ア a (a) 項目等 修正前 修正後

1 1 2 (1)

別紙２

VE提案を伴う場
合の設計変更
に関する事項

・施設の価値向上、サービス水準向上に資するVE提案
・設計変更を行う場合の適切なスケジュールの提案
・施設の機能性、快適性、利便性の向上及び環境負荷低減に
向けた具体的な提案

・施設の価値向上、サービス水準向上に資するVE提案
・設計変更を行う場合の適切なスケジュールの提案
・施設の機能性、快適性、利便性、経済性の向上及び環境負
荷低減に向けた具体的な提案


